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2  特許・実用新案  令和５年度 問題６ 
  

 
 
 
 

   
   

 
 特許法に規定する総則に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いく

つあるか。 

 

(ｲ) 特許法には、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出

若しくは輸入（外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ

る行為を含む）又は譲渡等の申出をする行為は、いずれも発明の実施にあ

たると規定されている。 

(ﾛ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は

職権で、特許法第 108 条第１項（特許料の納付期限）、特許法第 121 条第

１項（拒絶査定不服審判）及び特許法第 173 条第１項（再審の請求期間）

に規定するいずれの期間も延長することができる。 

(ﾊ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって特許に関する手続をするも

のの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求、拒

絶査定不服審判の請求又は特許権の放棄のいずれもすることができない。 

(ﾆ) 特許に関する手続をする者の代理人が甲、乙及び丙であって、本人が、

甲、乙及び丙との委任契約において、甲、乙及び丙の共同代理によっての

み代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対しては、甲、乙及び丙の

各人が本人を代理する。 

(ﾎ) 特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後、その特許

権の全部を乙に移転した場合、特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの

申立てがあったものとして取り扱わなければならない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ なし 
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2  特許・実用新案  特許法総則  ４ 

 

(ｲ) × 
  ２条３項１号 
  物の発明について「実施」とは、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若
しくは「輸入」又は譲渡等の申出をする行為をいう（２条３項１号）。し
たがって、特許法には、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡
等、輸出若しくは「輸入（外国にある者が外国から日本国内に他人をして
持ち込ませる行為を含む）」又は譲渡等の申出をする行為は、いずれも発
明の実施にあたると規定されているわけではない。なお、意匠法及び商標
法には、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行
為」を「輸入」に含む旨が規定されている（意匠法２条２項１号かっこ
書、商標法２条７項）。 

(ﾛ) 〇 
  ４条 
  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は
職権で、特許法 108 条１項（特許料の納付期限）、特許法 121 条１項（拒
絶査定不服審判）又は特許法 173 条１項（再審の請求期間）に規定する期
間を延長することができる（４条）。 

(ﾊ) 〇 
  ９条 
  日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任によ
る代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求、拒絶査定不服審
判の請求又は特許権の放棄をすることができない（９条）。 

(ﾆ) 〇 
  12 条 
  手続をする者の代理人が２人以上あるときは、特許庁に対しては、各人
が本人を代理する（12 条）。また、本条は民事訴訟法の場合都同様強行規
定と解すべきものであるから、本人が２人以上の代理人の共同代理によっ
てのみ代理されるべき旨の定めをしても手続上無効である（青本 12 条）。
したがって、本肢において、甲、乙及び丙の共同代理によってのみ代理さ
れるべき旨の定めをしても、特許庁に対しては、甲、乙及び丙の各人が本
人を代理する。 

(ﾎ) 〇 
  20 条 
  特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権
その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶ（20 条）。したがって、特許
無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に
移転した場合は、その申立ての効力は乙に承継され、特許庁は特許権の移
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転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない
（青本 20 条）。  
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21  特許・実用新案  令和３年度 問題１ 
  

 
 
 
 

   
   

 
 特許法第 29 条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第 39 条（先

願）に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、

国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変

更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放

棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正も

されておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新

案登録出願についても、同様とする。 

 

１ 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載し

た特許出願Ａをし、その後、出願Ａは出願公開された。乙は、自らがした

発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Ａの出願の日後であって出願

Ａの出願公開前に、特許出願Ｂをした。この場合、出願Ｂの出願人が、乙

から甲へ名義変更されれば、出願Ｂ及び出願Ａの出願人が同一となるか

ら、出願Ｂは出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されるこ

とはない。 

２ 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Ａをした。乙は、

出願Ａと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明

ロが記載された特許出願Ｂをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙に

協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は

協議をすることなく、乙は、出願Ｂの特許請求の範囲の記載から発明イを

削除して発明ロのみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出

しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出

願Ａ及び出願Ｂは、いずれも特許法第 39 条第２項の規定により拒絶され

る。 

３ 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載し

た特許出願Ａをし、その後、出願Ａは出願公開された。乙は、自らがした

発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Ａの出願公開後に、特許出願

Ｂをした。この場合、出願Ｂは、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願

として拒絶される。 

４ 甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Ａをした日の後、乙が

特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Ｂをした。出願Ａについて

は、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されること

なく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Ｂが審査される場

合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Ａの拒絶をすべき旨の査定
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が確定していることにより、出願Ａをした日の後に出願された出願Ｂも、

出願Ａを先願として特許法第 39 条第１項の規定により拒絶される。 

５ 甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面

に記載した実用新案登録出願Ａをした後、出願Ａを特許出願Ｂに変更し

た。出願Ａについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Ｂの特許

請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載され

ており、出願Ｂは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求

の範囲に記載して、出願Ａの出願の日後であって出願Ｂへの変更前に、特

許出願Ｃをした。この場合、出願Ｃは出願Ａ又は出願Ｂをいわゆる拡大さ

れた範囲の先願として拒絶されることはない。 
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21  特許・実用新案  29 条の２・39 条  ５ 

 

１ × 
  29 条の２ただし書 
  出願人同一により、29 条の２の規定を免れるには、後願の出願時に、
先願と後願の出願人が同一でなければならない。出願後に乙から甲へ名義
変更された場合は、29 条の２が適用される。 

２ × 
  39 条 1 項２項、17 条の２第１項 
 特許請求の範囲について補正した場合（17 条の２第 1 項）、その効果とし
て、はじめから補正されていたものとみなされる。そうすると、特許出願
Ａと特許出願Ｂは同一の発明でなくなるため、いずれの特許出願について
も拒絶されることはない。 

３ × 
  29 条１項３号 
  出願Ａの出願公開後に出願した、同一発明の出願Ｂは 29 条１項３号で
拒絶される。 

４ × 
  39 条５項 
  拒絶査定が確定した特許出願には、先願の地位はない。出願Ｂは、出願
Ａを先願として特許法第 39 条１項の規定により拒絶されることはない。 

５ 〇 
  29 条の２、46 条６項で準用する 44 条２項 
  実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更するこ
とができ（46 条 1 項）、このとき、もとの実用新案登録出願は取り下げた
ものとみなされる（46 条 4 項）。他方で、この出願の変更がされた場合
は、46 条 6 項によって 44 条 2 項が準用され、変更された特許出願は、原
則として、もとの実用新案登録出願のときに出願したものとみなされる。
しかし、44 条 2 項ただし書きによれば、変更された特許出願が 29 条の 2
に規定する他の特許出願に該当する場合は44条2項本文が準用されない。 

  よって、本件の出願Ａは取り下げられたものとみなされ、出願Ｃとの関
係で 29 条の２の「他の特許出願」に該当する出願Ｂは出願Ａの時に出願
されたものとはみなされないため、出願Ｃは出願Ａ又は出願Ｂをいわゆる
拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 

 
  
  




